
前回の公示からの見直し内容について 

 短期集中特別訓練事業における訓練関連業務の委託については、前回の 
公示（３／２４～４／７）から以下のとおり参加要件等を見直しました。 

【主な見直し内容】 
 
 ○ 全国一律実施（全都道府県に拠点が必要） 
 
    → 地域ブロック別（※）に実施（ブロック内に１支援拠点以上設置） 
     ※ 北海道・東北、関東、東海・北陸、近畿、中国・四国、 

      九州・沖縄の全国６ブロック 
 
 
 ○ キャリア形成相談関連業務も同じ受託機関が実施 
 
    → キャリア形成相談関連業務は企画競争により別に委託機関を選定 
   
 
 ○ 一事業者による事業の実施 
 
    → 事業の実施にあたっては、一事業者とすることも、複数の事業者で 
     構成されるグループとすることも可能 
 
 
 ○ 全省庁統一資格が必要 → 全省庁統一資格については不要 

※公示は厚生労働省ホームページの調達情報（企画競争・公募公告について）http://www.mhlw.go.jp/sinsei/chotatu/chotatu/kikaku.html 
 からご覧ください。 
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